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令和６年度橿原市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

審査に付された令和６年度橿原市健全化判断比率及び資金不足比率を橿原市監査基準（令和

２年橿原市監査公表第４号）に準拠し審査したので、次のとおり意見を提出する。 

 

 

  



 

 

 

 

 



1 

 

令和６年度橿原市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

 

 

 

第１ 審査の対象 

令和６年度橿原市健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び

将来負担比率）及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

 

第２ 審査の期間 

令和７年７月１８日から同年８月２５日まで 

 

 

第３ 審査の着眼点及び実施内容 

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記

載した書類が法令に適合し、かつ、健全化判断比率及び資金不足比率が正確に算定されている

かどうかを主眼として審査を行った。 

 

 

第４ 審査の結果 

 １ 総合意見 

   審査に付された書類は、法令に適合し、下記の健全化判断比率及び資金不足比率は、いず

れも正確に算定されているものと認められた。 

 

（１）健全化判断比率                            （単位：％） 

 早期健全化基準 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

①実質赤字比率 １２．０３ 
 

― 
（ ▲２．４４） 

 
― 

（ ▲３．９９） 

 
― 

（ ▲７．９０） 

②連結実質赤字比率 １７．０３ 
 

― 
（▲２６．１０） 

 
― 

（▲２６．４７） 

 
― 

（▲２８．８４） 

③実質公債費比率 ２５．０ ３．８ ３．８ ３．３ 

④将来負担比率 ３５０．０ ２３．８ ２２．９ ２７．０ 

（注）１ 「－」の表示は、赤字がないことを表している。 

     ２ 参考として、黒字比率を(  )内に「▲」で併記している。 
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（２）資金不足比率                             （単位：％） 

 経営健全化基準 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

①上水道事業 

 （法適用企業） 

２０．００ 

 
― 

（▲１１５．７３） 

 
― 

（▲１１３．３７） 

 
― 

（▲１１３．０５） 

②下水道事業 

 （法適用企業） 

 
― 

（▲１１９．７４） 

 
― 

（ ▲９９．２６） 

 
― 

（ ▲７６．３５） 

（注）１ 「－」の表示は、赤字がないことを表している。 

     ２ 参考として、黒字比率を(  )内に「▲」で併記している。 

 

２ 個別分析 

（１）健全化判断比率 

   ① 実質赤字比率について 

令和６年度の実質赤字比率は、マイナス２．４４％となっており、早期健全化基準の

１２．０３％と比較すると、これを下回っている。なお、前年度と比較すると１．５５

ポイント悪化している。 

   ② 連結実質赤字比率について 

令和６年度の連結実質赤字比率は、マイナス２６．１０％となっており、早期健全化

基準の１７．０３％と比較すると、これを下回っている。なお、前年度と比較すると

０．３７ポイント悪化している。 

   ③ 実質公債費比率について 

令和６年度の実質公債費比率（３か年平均）は、３．８％となっており、早期健全化

基準の２５．０％と比較すると、これを下回っている。なお、前年度と比較すると同率

となっている。 

   ④ 将来負担比率について 

令和６年度の将来負担比率は２３．８％となっており、早期健全化基準の３５０．０％

と比較すると、これを下回っている。なお、前年度と比較すると０．９ポイント悪化し

ている。 

 

（２）資金不足比率 

① 上水道事業について 

令和６年度の資金不足比率は、マイナス１１５．７３％となっており、経営健全化

基準の２０．００％と比較すると、これを下回っている。なお、前年度と比較すると

２．３６ポイント改善している。 

② 下水道事業について 

令和６年度の資金不足比率は、マイナス１１９．７４％となっており、経営健全化

基準の２０．００％と比較すると、これを下回っている。なお、前年度と比較すると

２０．４８ポイント改善している。  
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３ 是正改善を要する事項 

指摘すべき事項は特にない。 

 

 

第５ 算定方法の概要 

１ 健全化判断比率 

① 実質赤字比率 

≪一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率≫ 

実質赤字比率 ＝  
一般会計等の実質赤字額 

×１００ 
標準財政規模 

 

② 連結実質赤字比率 

≪全会計を対象とした実質赤字額（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率≫ 

連結実質赤字比率 ＝  
連結実質赤字額 

×１００ 
標準財政規模 

 

③ 実質公債費比率 

≪一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率≫ 

実質公債費比率 

（３か年平均） 
＝ 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源 

＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
×１００ 

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金 

           に係る基準財政需要額算入額） 

 

④ 将来負担比率 

≪一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率≫ 

将来負担比率 ＝  

将来負担額 －（充当可能基金額＋特定財源見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
×１００ 

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金 

         に係る基準財政需要額算入額） 

 

 

２ 資金不足比率 

≪公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率≫ 

① 上水道事業（法適用企業） 

② 下水道事業（法適用企業） 

 

（流動負債－控除企業債等） 

＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 

－ 流動資産 － 解消可能資金不足額 

 

 

×１００ 
営業収益の額 － 受託工事収益の額 



 

 

 


